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令和７年第１回下仁田町議会定例会会議録第２号（７日） 
招集年月日 令和７年３月５日 

招集の場所 下 仁 田 町 議 会 議 場 

開閉会日時 開 会 令和７年 ３月 ５日午前10時00分 議 長 佐 藤   博 

及 び 宣 言 閉 会 令和７年 ３月１９日午前10時22分 議 長 佐 藤   博 

議 員 出 席 状 況 議席番号 氏 名 
応招 

不応招 

別 

出欠席 

別 

議席番号 氏 名 
応招 

不応招 

別 

出欠席 

別 

応 招 １０名 １ 堀 越 健 介 ○ ○ ６ 岡 田 邦 敏 ○ ○ 

不応招  ０名 ２ 並 木 一 夫 ○ ○ ７ 木 暮 弘 元 ○ ○ 

出 席 １０名 ３ 小井土 光 弘 ○ ○ ８ 佐 藤  博 ○ ○ 

欠 席  ０名 ４ 大 手 博 幸 ○ ○ ９ 千 野 榮 治 ○ ○ 

欠 員  ０名 ５ 佐々木 信 也 ○ ○ １０ 堀 口 博 志 ○ ○ 

【 凡  例 】 

○応招・出席を 

 示す 

×欠席・不応招 

 を示す 

        

        

        

会 議 録 署 名 議 員 １番 堀 越 健 介 ２番 並 木 一 夫  

職務のため議場に 

出席したものの氏名 
事 務 局 長 佐 藤 正 明 書 記 石 井 史 子 

 町 長 岩 崎 正 春 福 祉 課 長 市 川 博 生 

地方自治法 教 育 長 里 見 立 夫 保 健 課 長 今 井 美 和 

第１２１条に 総 務 課 長 下 山 光 一 農 林 課 長 佐 藤 圭 司 

より説明のた 企 画 課 長 神 戸 領 栄 商 工 観 光 課 長 林  光 一 

め出席した者 住 民 税 務 課 長 小金澤 康 夫 建 設 水 道 課 長 鈴 木 昌 吾 

の氏名 会 計 課 長 東 間 克 敏 教 育 課 長 荻 野 文 昭 
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議 事 日 程  別紙のとおり 

 ───────────────────── 

会 議 に 付 し た 議 件 

 ───────────────────── 

１ 第１号議案 下仁田町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

２ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

３ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

４ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

５ 議案第２号 町長において専決処分することができる事項の指定について 

６ 議案第３号 下仁田町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 

        の制定について 

７ 第４号議案 下仁田町役場課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

８ 第５号議案 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する 

        条例の制定について 

９ 第６号議案 下仁田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

        いて 

10 第７号議案 下仁田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条 

        例の制定について 

11 第８号議案 下仁田町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制 

        定について 

12 第９号議案 下仁田町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の 

        一部を改正する条例の制定について 

13 第10号議案 下仁田町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の一部を 

        改正する条例の制定について 

14 第11号議案 下仁田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

15 第12号議案 下仁田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例の一部を改正す 

        る条例の制定について 

16 第13号議案 下仁田町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例の制定につい 

        て 

17 第14号議案 下仁田町社会体育館の設置及び管理に関する条例及び下仁田町グラ 

        ウンド等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定 

        について 

18 第15号議案 令和６年度下仁田町一般会計補正予算（第８号） 

  第16号議案 令和６年度下仁田町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 
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  第17号議案 令和６年度下仁田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  第18号議案 令和６年度下仁田町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

  第19号議案 令和６年度下仁田町浄化槽事業会計補正予算（第２号） 

19 第20号議案 令和７年度下仁田町一般会計予算 

  第21号議案 令和７年度下仁田町国民健康保険特別会計予算 

  第22号議案 令和７年度下仁田町後期高齢者医療特別会計予算 

  第23号議案 令和７年度下仁田町介護保険特別会計予算 

  第24号議案 令和７年度下仁田町水道事業会計予算 

  第25号議案 令和７年度下仁田町浄化槽事業会計予算 

 

会 議 の 経 過 

────────────── 

    開  会    令和７年３月７日  午前１０時００分 

────────────────── 

○議長 佐藤博  おはようございます。 

     これから、本日の会議を開きます。 

     そして、ここで暫時休憩をいたします。 

     引き続き、３０２委員会室において全員協議会を開催したいので、こちら

にご移動願います。 

休  憩  午前１０時００分 

再  開  午前１０時２６分 

○議長 佐藤博  休憩を解いて再開いたします。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  日程第１、第１号議案 下仁田町固定資産評価審査委員会委員の

選任についてを議題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第１号議案につきまして、ご説明いたし

ます。 

     第１号議案 下仁田町固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

     下記の者を下仁田町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方

税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

     記、氏名、福田保幸。住所、生年月日は記載のとおりでございます。任期、

令和７年５月１日から令和１０年４月３０日まで。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 
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     提案理由でございますが、福田保幸氏が令和７年４月３０日をもって任期

満了となるためでございます。 

     以上、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、採決いたします。 

     第１号議案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  ご異議ないものと認めます。よって、第１号議案は原案のとおり

同意することに決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第２、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

を議題とし、提案理由の説明を住民税務課長に求めます。住民税務課長 

（小金澤康夫住民税務課長 登壇） 

○住民税務課長 小金澤康夫  命によりまして、諮問第１号を朗読し、ご提案、ご

説明申し上げます。 

     諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について。 

     下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により、議会の意見を求めます。 

     記、氏名、石井利子。住所、生年月日は記載のとおりでございます。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、石井利子氏が令和７年３月３１日に任期満了と

なるため、引き続き推薦しようとするものでございます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、採決いたします。 

     諮問第１号を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  ご異議ないものと認めます。よって、諮問第１号は原案のとおり

同意することに決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第３、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について

を議題とし、提案理由の説明を住民税務課長に求めます。住民税務課長 

（小金澤康夫住民税務課長 登壇） 

○住民税務課長 小金澤康夫  命によりまして、諮問第２号を朗読し、ご提案、ご

説明申し上げます。 

     諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について。 



- 37 - 

     下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により、議会の意見を求めます。 

     記、氏名、神戸百合子。住所、生年月日は記載のとおりです。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、神戸百合子氏が令和７年６月３０日任期満了と

なるため、引き続き推薦しようとするものでございます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、採決いたします。 

     諮問第２号を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  ご異議ないものと認めます。よって、諮問第２号は原案のとおり

同意することに決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第４、諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について

を議題とし、提案理由の説明を住民税務課長に求めます。住民税務課長 

（小金澤康夫住民税務課長 登壇） 

○住民税務課長 小金澤康夫  命によりまして、諮問第３号を朗読し、ご提案、ご

説明申し上げます。 

     諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について。 

     下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により、議会の意見を求めます。 

     記、氏名、阿久澤康之。住所、生年月日は記載のとおりです。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、阿久澤康之氏が令和７年６月３０日任期満了と

なるため、引き続き推薦しようとするものでございます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、採決いたします。 

     諮問第３号を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  ご異議ないものと認めます。よって、諮問第３号は原案のとおり

同意することに決定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第５、議案第２号 町長において専決処分することがで

きる事項の指定についてを議題といたします。 
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     議会事務局長に朗読させます。議会事務局長 

（佐藤正明議会事務局長 登壇） 

○議会事務局長 佐藤正明  命によりまして、議案第２号を朗読いたします。 

     議案第２号 町長において専決処分することができる事項の指定について。 

     上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１８０条第１項及び下仁田町議

会会議規則第１４条の規定により、提出いたします。 

     令和７年３月５日、下仁田町議会議長 佐藤博様。 

     提出者、下仁田町議会議員 堀口博志。 

     賛成者、同、並木一夫。賛成者、同、大手博幸。賛成者、同、岡田邦敏。

賛成者、同、木暮弘元。 

     提案理由、地方自治法第１８０条第１項の規定によりこの案件を指定し、

行政運営の遅れや滞りを防ぐためでございます。 

     別紙につきましては、さきの議員協議会でご説明いたしましたので、省略

いたします。 

     以上でございます。 

○議長 佐藤博  朗読が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はございません

か。 

（発言する声なし） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     議案第２号を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員であります。よって、議案第２号は、原案のとおり可決

されました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第６、議案第３号 下仁田町議会の個人情報の保護に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

     議会事務局長に朗読させます。議会事務局長 

（佐藤正明議会事務局長 登壇） 

○議会事務局長 佐藤正明  命によりまして、議案第３号を朗読いたします。 

     議案第３号 下仁田町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正す

る条例。 
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     上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び下仁田町議会会議

規則第１４条の規定により、提出いたします。 

     令和７年３月５日、下仁田町議会議長 佐藤博様。 

     提出者、下仁田町議会議員 堀口博志。 

     賛成者、同、並木一夫。賛成者、同、大手博幸。賛成者、同、岡田邦敏。

賛成者、同、木暮弘元。 

     提案理由、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整備が必要とな

ったため。 

     別紙につきましては、さきの議員協議会でご説明いたしましたので、省略

いたします。 

     以上でございます。 

○議長 佐藤博  朗読が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     議案第３号を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、議案第３号は、原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  日程第７、第４号議案 下仁田町役場課設置条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。 

    総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第４号議案につきまして、ご説明申し上

げます。 

     第４号議案 下仁田町役場課設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て。 

     下仁田町役場課設置条例の一部を改正する条例を別紙のように制定したい

ので、議会の議決を求める。 
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     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、町長が掲げる町の政策を推進するため、調整的

な役割を果たす町長公室を設置するためでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました

ので、省略をさせていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

（発言する声なし） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

はございませんか。 

（発言する声なし） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第４号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手少数） 

○議長 佐藤博  挙手少数であります。よって、第４号議案は、否決されました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第８、第５号議案 刑法等の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とし、提案理由の

説明を総務課長に求めます。総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第５号議案につきまして、ご説明申し上

げます。 

     第５号議案 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定について。 

     刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を

別紙のように制定したいので、議会の議決を求める。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、刑法等の一部を改正する法律により懲役及び禁

錮（固）が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されたことに伴い、下仁

田町の各条例に規定された懲役及び禁錮（固）を拘禁刑とする改正を行うた

めでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました

ので、省略させていただきます。 
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     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第５号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員であります。よって、第５号議案は、原案のとおり可決

されました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第９、第６号議案 下仁田町職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案理由の説明を総務課長

に求めます。総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第６号議案につきまして、ご説明申し上

げます。 

     第６号議案 下仁田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について。 

     下仁田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定したいので、議会の議決を求める。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、令和６年度人事院勧告に基づく所定の給与関係

条例の改正の必要が生じたためでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました

ので、省略をさせていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

はございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第６号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員であります。よって、第６号議案は、原案のとおり可決

されました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第１０、第７号議案 下仁田町職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案理由の

説明を総務課長に求めます。総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第７号議案につきまして、ご説明申し上

げます。 

     第７号議案 下仁田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について。 

     下仁田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり制定したいので、議会の議決を求める。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、「仕事と生活の両立支援の拡充に関する事項」

関連の法律等の改正に伴う関係条例の整備が必要となったためでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました

ので、省略をさせていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第７号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

○議長 佐藤博  挙手多数です。よって、第７号議案は、原案のとおり可決されま

した。 
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──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第１１、第８号議案 下仁田町職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案理由の説明を

総務課長に求めます。総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第８号議案につきまして、ご説明申し上

げます。 

     第８号議案 下仁田町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について。 

     下仁田町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定したいので、議会の議決を求める。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、「仕事と生活の両立支援の拡充に関する事項」

関連の法律等の改正に伴う関係条例の整備が必要となったためでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました

ので、省略をさせていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第８号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、第８号議案は、原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第１２、第９号議案 下仁田町職員の定年等に関する条

例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例の制定についてを議題

とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第９号議案につきまして、ご説明申し上
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げます。 

     第９号議案 下仁田町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の

条例の一部を改正する条例の制定について。 

     下仁田町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求める。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、「仕事と生活の両立支援の拡充に関する事項」

関連の法律等の改正に伴う関係条例の整備が必要となったためでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました

ので、省略をさせていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第９号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、第９号議案は、原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第１３、第１０号議案 下仁田町職員の分限に関する手

続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、

提案理由の説明を総務課長に求めます。 

     総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第１０号議案につきまして、ご説明を申

し上げます。 

     第１０号議案 下仁田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の

一部を改正する条例の制定について。 

     下仁田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求める。 
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     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、県内自治体の状況を踏まえ、失職の特例に該当

する事件に関し、公務中及び通勤途上に限定しないとすることの改正でござ

います。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました

ので、省略をさせていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１０号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、第１０号議案は、原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第１４、第１１号議案 下仁田町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案理由の説明を住民税務

課長に求めます。住民税務課長 

（小金澤康夫住民税務課長 登壇） 

○住民税務課長 小金澤康夫  命によりまして、第１１号議案につきまして、ご説

明申し上げます。 

     第１１号議案 下仁田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について。 

     下仁田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように制定し

たいので、議会の議決を求めます。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、令和６年１１月１８日に開催された下仁田町国

民健康保険運営協議会臨時会で、下仁田町国民健康保険税の税率改正（案）

が議決されたことに伴う、下仁田町国民健康保険税の税率改正のためでござ

います。 
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     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました

ので、省略させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１１号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、第１１号議案は、原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第１５、第１２号議案 下仁田町土砂等による埋立て等

の規制に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案

理由の説明を保健課長に求めます。保健課長 

（今井美和保健課長 登壇） 

○保健課長 今井美和  命によりまして、第１２号議案につきまして、ご説明申し

上げます。 

     第１２号議案 下仁田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例の一部

を改正する条例の制定について。 

     下仁田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のように制定したいので、議会の議決を求める。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の制定

により、現行条例に土砂等の搬入計画の届出を新設し、それに係る罰則の定

めを追加したいとするものでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました

ので、省略させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１２号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、第１２号議案は、原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第１６、第１３号議案 下仁田町小口資金融資促進条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案理由の説明を商工観

光課長に求めます。商工観光課長 

（林光一商工観光課長 登壇） 

○商工観光課長 林光一  命によりまして、第１３号議案につきまして、ご説明申

し上げます。 

     第１３号議案 下仁田町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例の制

定について。 

     下仁田町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例を別紙のように制定

したいので、議会の議決を求める。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、県では、小口資金融資の返済負担軽減策として、

平成１５年度から実施している借換制度について、令和７年度においても引

き続き実施することとしており、各自治体についても同様の措置を講じるよ

う協力を求められていることから、この改正により借換制度の利用に対する

受付が１年延長できるように改正を行うためでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました

ので、省略させていただきます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第１３号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、第１３号議案は、原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第１７、第１４号議案 下仁田町社会体育館の設置及び

管理に関する条例及び下仁田町グラウンド等の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題とし、提案理由の説明を教育課長

に求めます。教育課長 

（荻野文昭教育課長 登壇） 

○教育課長 荻野文昭  命によりまして、第１４号議案につきまして、ご説明申し

上げます。 

     第１４号議案 下仁田町社会体育館の設置及び管理に関する条例及び下仁

田町グラウンド等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について。 

     下仁田町社会体育館の設置及び管理に関する条例及び下仁田町グラウンド

等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定し

たいので、議会の議決を求める。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     提案理由でございますが、旧小坂小学校跡地に下仁田消防分署及び消防詰

所・防災研修施設を建設することに伴い、小坂社会体育館及び小坂グラウン

ドについては廃止とするためでございます。 

     別紙の改正内容につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしました

ので、省略させていただきます。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 
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     第１４号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、第１４号議案は、原案のとおり可決され

ました。 

     ここで暫時休憩とします。 

     再開を１１時１５分といたします。 

休  憩  午前１１時０５分 

再  開  午前１１時１４分 

○議長 佐藤博  休憩を解いて再開いたします。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第１８、第１５号議案から第１９号議案までを一括議題

とし、第１５号議案 令和６年度下仁田町一般会計補正予算（第８号）から、

順次説明を願います。総務課長 

（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第１５号議案をご説明申し上げます。 

     第１５号議案 令和６年度下仁田町一般会計補正予算（第８号）。 

     令和６年度下仁田町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところ

による。 

     歳入歳出予算の補正。 

     第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，１７２万１，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５８億２，２８０万

５，０００円とする。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

     繰越明許費の補正。 

     第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

     地方債の補正。 

     第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     ２ページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算補正ですが、款の区分と補正予算額を申し上げます。 

     初めに、歳入です。 

     １款町税９３７万６，０００円の減。 

     １３款分担金及び負担金６７万１，０００円の減。 
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     １５款国庫支出金２９８万５，０００円の減。 

     １６款県支出金７６万円の減。 

     １７款財産収入５８０万２，０００円。 

     １８款寄附金１，３８０万円。 

     １９款繰入金５９３万円の減。 

     ２１款諸収入４万１，０００円。 

     ２２款町債８，１８０万円。 

     歳入合計５７億４，１０８万４，０００円に８，１７２万１，０００円を

追加し、５８億２，２８０万５，０００円としたいとするものです。 

     続いて、歳出です。 

     ２款総務費６，８４４万５，０００円。 

     ３款民生費６２８万７，０００円の減。 

     ６款農林水産業費６５５万４，０００円の減。 

     ７款商工費９５８万６，０００円。 

     ８款土木費３４２万２，０００円。 

     ９款消防費４４万円の減。 

     １０款教育費１，３５４万９，０００円。 

     歳出合計５７億４，１０８万４，０００円に８，１７２万１，０００円を

追加し、５８億２，２８０万５，０００円としたいとするものです。 

     ４ページをお願いいたします。 

     第２表、繰越明許費補正（追加）です。 

     ７款商工費、１項商工費、観光施設維持管理１，２００万円。 

     ８款土木費、２項道路橋梁費、過疎道路（基幹）整備１，９３５万

２，０００円、橋梁維持管理事業４，１５０万１，０００円、３項河川費、

河川改良事業１，４３０万円。 

     １０款教育費、１項教育総務費、事務局運営１，２４２万２，０００円、

４項社会教育費、文化財調査保護１１３万９，０００円を繰越ししたいとす

るものでございます。 

     続きまして、３表、地方債補正（変更）です。 

     起債の目的は、過疎対策事業債で、限度額１億４，４００万円に８，３２０

万円を追加し、限度額２億２，７２０万円に。 

     防災対策事業債、限度額１，０４０万円に３４０万円を追加し、１，３８０

万円に。 

     脱炭素化推進事業債、限度額７３０万円から１５０万円を減額し、５８０
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万円に。 

     緊急自然災害防止対策事業債、限度額３，２６０万円から３３０万円を減

額し、２，９３０万円にしたいとするものです。 

     なお、起債の方法、利率、償還の方法は、補正前に同じです。 

     ５ページをお願いいたします。 

     歳入歳出予算事項別明細書ですが、１、総括につきましては省略をさせて

いただきます。また、７ページの２、歳入、９ページの３、歳出につきまし

ては、さきの全員協議会でご説明いたしましたので省略をさせていただきま

す。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  以上で一般会計の説明が終わりました。 

     続いて、第１６号議案 令和６年度下仁田町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）、第１７号議案 令和６年度下仁田町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）及び第１８号議案 令和６年度下仁田町介護保険特別会

計補正予算（第４号）について福祉課長に説明を求めます。福祉課長 

（市川博生福祉課長 登壇） 

○福祉課長 市川博生  命によりまして、第１６号議案から第１８号議案までをご

説明申し上げます。 

     第１６号議案 令和６年度下仁田町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）。 

     令和６年度下仁田町の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正。 

     第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８，５５０万８，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億１０１万４，０００

円とする。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     ２ページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算補正でございますが、款の区分と補正予算額を申し

上げます。 

     初めに、歳入でございます。 

     １款国民健康保険税２２８万円。 
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     ４款県支出金９，５００万円の減。 

     ６款繰入金１４８万７，０００円の減。 

     ８款諸収入８６９万９，０００円。 

     歳入合計９億８,６５２万２，０００円から８，５５０万８，０００円を

減額し、９億１０１万４，０００円としたいとするものです。 

     次に、歳出でございます。 

     ２款保険給付費９，５００万円の減。 

     ９款諸支出金９４９万２，０００円。 

     歳出合計９億８，６５２万２，０００円から８，５５０万８，０００円を

減額し、９億１０１万４，０００円としたいとするものです。 

     ３ページをお願いします。 

     歳入歳出予算事項別明細書、１、総括表につきましては省略させていただ

きます。５ページ、２、歳入、７ページ、３、歳出につきましては、さきの

全員協議会においてご説明申し上げましたので省略させていただきます。 

     次に、第１７号議案をお願いします。 

     第１７号議案 令和６年度下仁田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）。 

     令和６年度下仁田町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。 

     歳入歳出予算の補正。 

     第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４１０万５，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７，７７１万３，０００

円とする。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     ２ページをお願いします。 

     第１表、歳入歳出予算補正でございますが、款の区分と補正予算額を申し

上げます。 

     初めに、歳入でございます。 

     １款後期高齢者医療保険料７２８万１，０００円。 

     ３款繰入金３４７万６，０００円の減。 

     ５款諸収入３０万円。 

     歳入合計１億７，３６０万８，０００円に４１０万５，０００円を追加し、
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１億７，７７１万３，０００円としたいとするものです。 

     次に、歳出です。 

     ２款保健事業費３７万５，０００円。 

     ３款後期高齢者医療広域連合納付金３７３万円。 

     歳出合計１億７，３６０万８，０００円に４１０万５，０００円を追加し、

１億７,７７１万３，０００円としたいとするものです。 

     ３ページをお願いいたします。 

     歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１、総括につきましては省略

させていただきます。４ページ、２、歳入、５ページ、歳出につきましては、

さきの全員協議会においてご説明申し上げましたので省略させていただきま

す。 

     次に、第１８号議案をお願いいたします。 

     第１８号議案 令和６年度下仁田町介護保険特別会計補正予算（第４号）。 

     令和６年度下仁田町の介護保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

     歳入歳出予算の補正。 

     第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６５５万７，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億６，０２７万

１，０００円とする。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     ２ページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算補正でございますが、款の区分と補正予算額を申し

上げます。 

     初めに、歳入です。 

     １款保険料９４万８，０００円。 

     ３款国庫支出金１３９万３，０００円。 

     ４款支払基金交付金１７１万３，０００円の減。 

     ５款県支出金１１３万６，０００円の減。 

     ７款繰入金６０７万１，０００円の減。 

     ９款諸収入２万２，０００円。 

     歳入合計１４億６,６８２万８，０００円から６５５万７，０００円を減

額し、１４億６，０２７万１，０００円としたいとするものです。 
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     ３ページをお願いいたします。 

     次に、歳出です。 

     ２款保険給付費６００万円の減。 

     ５款地域支援事業費５５万７，０００円の減。 

     歳出合計１４億６，６２８万８，０００円から６５５万７，０００円を減

額し、１４億６,０２７万１，０００円としたいとするものです。 

     ４ページをお願いします。 

     歳入歳出予算事項別明細書ですが、１、総括につきましては省略させてい

ただきます。６ページ、歳入、８ページ、３、歳出につきましては、さきの

全員協議会においてご説明させていただいておりますので省略させていただ

きます。 

     以上となりますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  次に第１９号議案 令和６年度下仁田町浄化槽事業会計補正予算

（第２号）について建設水道課長に説明を求めます。建設水道課長 

（鈴木昌吾建設水道課長 登壇） 

○建設水道課長 鈴木昌吾  命によりまして、第１９号議案を朗読し、ご提案、ご

説明申し上げます。 

     第１９号議案 令和６年度下仁田町浄化槽事業会計補正予算（第２号）。 

     総則。 

     第１条、令和６年度の下仁田町浄化槽事業会計の補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

     収益的収入及び支出。 

     第２条、令和６年度下仁田町浄化槽事業会計予算第３条に定めた収益的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

     科目、既決予算予定額、補正予定額、計の順で読み上げます。 

     なお、款の区分のみ申し上げます。 

     収入。 

     第１款浄化槽事業収益５，５４５万９，０００円。２００万９，０００円

の減。５，３４５万円。 

     支出。 

     第１款浄化槽事業費用５，５４５万９，０００円。２３７万５，０００円

の減。５，３０８万４，０００円。 

     資本的収入及び支出。 

     第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補
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正する。 

     科目、既決予算予定額、補正予定額、計の順で読み上げます。 

     なお、款の区分のみ申し上げます。 

     ２ページをお願いします。 

     収入。 

     第１款資本的収入４，５４０万２，０００円。１，５４８万６，０００円

の減。２，９９１万６，０００円。 

     支出。 

     第１款資本的支出４，４０８万３，０００円。１，６７３万８，０００円

の減。２，７３４万５，０００円。 

     企業債。 

     第４条、予算第５条、（企業債）表中、「限度額２，１３０万円」を「限

度額９１０万円」に改める。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     なお、次のページの実施計画以降につきましては、さきの全員協議会でご

説明いたしましたので省略させていただきます。 

     以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、第１５号議案から第１９号

議案までに対する質疑に入ります。 

     質疑に際しましては、会計名とページを述べていただきますよう、お願い

いたしておきます。 

     それでは、質疑をお願いいたします。 

     質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結し、第１５号議案から第

１９号議案の５議案につきましては、予算決算特別委員会に付託したいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  ご異議ないものと認め、予算決算特別委員会に付託することに決

定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に日程第１９、第２０号議案から第２５号議案までを一括議題

とし、まず、第２０号議案 令和７年度下仁田町一般会計予算から順次説明

を願います。総務課長 
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（下山光一総務課長 登壇） 

○総務課長 下山光一  命によりまして、第２０号議案をご説明申し上げます。 

     予算書の１ページをお願いいたします。 

     第２０号議案 令和７年度下仁田町一般会計予算。 

     令和７年度下仁田町の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

     歳入歳出予算。 

     第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５８億４，３００万円

と定める。 

     第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。 

     債務負担行為。 

     第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

     地方債。 

     第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地

方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 

地方債」による。 

     一時借入金。 

     第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は５億円と定める。 

     歳出予算の流用。 

     第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

     第１号、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     第２号、各項に計上した旅費、需用費及び役務費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     ２ページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算ですが、款の区分と予算額を申し上げます。 

     初めに、歳入です。 

     １款町税７億７,３８７万８，０００円。 

     ２款地方譲与税１億１９万２，０００円。 

     ３款利子割交付金２２万円。 
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     ４款配当割交付金３４０万円。 

     ５款株式等譲渡所得割交付金２５３万円。 

     ６款法人事業税交付金１，３００万円。 

     ７款地方消費税交付金１億６，３００万円。 

     ８款ゴルフ場利用税交付金１，２００万円。 

     ９款環境性能割交付金７００万円。 

     １０款地方特例交付金５００万２，０００円。 

     １１款地方交付税２４億８，０００万円。 

     １２款交通安全対策特別交付金１００万円。 

     １３款分担金及び負担金１,７６６万８，０００円。 

     １４款使用料及び手数料４，２６５万４，０００円。 

     １５款国庫支出金５億２,４２６万７，０００円。 

     １６款県支出金３億１，７３８万円。 

     １７款財産収入１，１２５万１，０００円。 

     １８款寄附金１億３３万２，０００円。 

     ４ページをお願いいたします。 

     １９款繰入金４億２，０５１万１，０００円。 

     ２０款繰越金１，０００万円。 

     ２１款諸収入７，０４１万５，０００円。 

     ２２款町債７億８，５３０万円。 

     歳入合計５８億４，３００万円にしたいとするものです。 

     ５ページをお願いいたします。 

     歳出です。 

     １款議会費７，２４０万５，０００円。 

     ２款総務費１２億１，４６５万２，０００円。 

     ３款民生費１１億５,９１４万２，０００円。 

     ４款衛生費７億７，９４２万３，０００円。 

     ５款労働費７２万４，０００円。 

     ６款農林水産業費２億８，５６８万６，０００円。 

     ７款商工費１億１，８８６万３，０００円。 

     ８款土木費４億２，５１０万６，０００円。 

     ６ページをお願いいたします。 

     ９款消防費４億１，４０１万５，０００円。 

     １０款教育費７億６，０３４万７，０００円。 
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     １１款災害復旧費１万１，０００円。 

     １２款公債費６億５７万３，０００円。 

     １３款諸支出金２０５万３，０００円。 

     １４款予備費１，０００万円。 

     歳出合計５８億４，３００万円にしたいとするものです。 

     ７ページをお願いいたします。 

     第２表、債務負担行為です。 

     事項、期間、限度額を申し上げます。 

     下仁田町福祉作業所の管理運営に関する協定書で、令和８年度から令和

１２年度までとし、３，７４２万５，０００円。下仁田町外国語指導助手派

遣事業委託で、令和８年度から令和１０年度までとし、１，５６０万円。下

仁田小学校ＬＥＤ照明賃貸借で、令和８年度から令和１７年度までとし、

１，７１１万７，０００円。下仁田中学校ＬＥＤ照明賃貸借で、令和８年度

から令和１７年度までとし、２，４７１万円。社会体育施設ＬＥＤ照明賃貸

借で、令和８年度から令和１７年度までとし、２，０８１万９，０００円。

下仁田町学校給食センター調理等業務委託で、令和８年度から令和１０年度

までとし、９，６００万円としたいとするものです。 

     ８ページをお願いいたします。 

     第３表、地方債です。 

     起債の目的と限度額は、過疎対策事業債３億１４０万円、過疎対策事業債

ソフト事業分５，３１０万円、公営住宅建設事業債６９０万円、防災対策事

業債３５０万円、脱炭素化推進事業債１，１００万円、緊急防災・減災事業

債３億４,６４０万円、緊急自然災害防止対策事業債６，２３０万円、デジ

タル活用推進事業債７０万円、限度額計は７億８，５３０万円で、起債の方

法は証書借入れで、または証券発行、利率は年３％以内とし、償還の方法は

借入れ先の融資条件による。ただし、町財政の都合により、据置期間及び償

還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利債に借換えすることができる

としたいとするものでございます。 

     ９ページをお願いいたします。 

     歳入歳出予算事項別明細書ですが、１、総括につきましては省略をさせて

いただきます。また、１１ページからの２、歳入、２８ページからの３、歳

出につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしましたので省略をさせ

ていただきます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○議長 佐藤博  以上で、一般会計予算の説明が終わりました。 

     続いて、第２１号議案 令和７年度下仁田町国民健康保険特別会計予算、

第２２号議案 令和７年度下仁田町後期高齢者医療特別会計予算及び第２３

号議案 令和７年度下仁田町介護保険特別会計予算について、福祉課長に説

明を求めます。福祉課長 

（市川博生福祉課長 登壇） 

○福祉課長 市川博生  命によりまして、第２１号議案から第２３号議案について

ご説明申し上げます。 

     １６５ページをお願いします。 

     第２１号議案 令和７年度下仁田町国民健康保険特別会計予算。 

     令和７年度下仁田町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところに

よる。 

     歳入歳出予算。 

     第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億４，６１４万

７，０００円と定める。 

     第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。 

     一時借入金。 

     第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は５，０００万円と定める。 

     歳出予算の流用。 

     第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出の予算

の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

     第１号、各項に計上した旅費、需用費及び役務費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     第２号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     １６６ページをお願いします。 

     第１表、歳入歳出予算でございますが、款の区分と金額を申し上げます。 

     初めに、歳入でございます。 

     １款国民健康保険税１億３，６１４万７，０００円。 

     ２款使用料及び手数料１，０００円。 

     ３款国庫支出金３，０００万円。 
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     ４款県支出金７億２，９９４万１，０００円。 

     ５款財産収入５，０００円。 

     ６款繰入金７，９９６万８，０００円。 

     ７款繰越金１，０００万円。 

     ８款諸収入８万１，０００円。 

     歳入合計を９億４,６１４万７，０００円としたいとするものです。 

     １６７ページをお願いします。 

     次に、歳出です。 

     １款総務費８０７万５，０００円。 

     ２款保険給付費６億９，８４９万３，０００円。 

     ３款国民健康保険事業費納付金２億１，７３９万３，０００円。 

     ４款財政安定化基金拠出金１，０００円。 

     ５款保健事業費１，６３６万２，０００円。 

     ６款基金積立金５，０００円。 

     ７款公債費３，０００円。 

     １６８ページをお願いします。 

     ８款諸支出金８１万５，０００円。 

     ９款予備費５００万円。 

     歳出合計を９億４，６１４万７，０００円としたいとするものです。 

     １６９ページをお願いします。 

     歳入歳出予算事項別明細書、１、総括につきましては省略させていただき

ます。１７１ページからの２、歳入及び１７６ページからの３、歳出につき

ましては、さきの全員協議会においてご説明申し上げましたので省略させて

いただきます。 

     次に、１８９ページをお願いします。 

     第２５号議案 令和７年度下仁田町後期高齢者医療特別会計予算。 

     令和７年度下仁田町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

     歳入歳出予算。 

     第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億８，１８５万

５，０００円と定める。 

     第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。 

     一時借入金。 



- 61 - 

     第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は１，０００万円と定める。 

     歳出予算の流用。 

     第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出の予算

の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。 

     第１号、各項に計上した需用費及び役務費に係る予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     １９０ページをお願いします。 

     第１表、歳入歳出予算でございますが、款の区分と金額を申し上げます。 

     初めに、歳入でございます。 

     １款後期高齢者医療保険料１億１，０４７万８，０００円。 

     ２款使用料及び手数料２，０００円。 

     ３款繰入金６，１０９万９，０００円。 

     ４款繰越金１，０００円。 

     ５款諸収入１，０２７万５，０００円。 

     歳入合計を１億８，１８５万５，０００円としたいとするものです。 

     １９１ページをお願いします。 

     次に、歳出です。 

     １款総務費２５９万２，０００円。 

     ２款保険事業費１，１１５万８，０００円。 

     ３款後期高齢者医療広域連合納付金１億６，６９５万３，０００円。 

     ４款諸支出金１５万１，０００円。 

     ５款公債費１，０００円。 

     ６款予備費１００万円。 

     歳出合計を１億８，１８５万５，０００円としたいとするものです。 

     １９２ページをお願いいたします。 

     歳入歳出予算の事項別明細書ですが、１、総括につきましては省略させて

いただきます。１９４ページからの２、歳入及び１９６ページからの歳出に

つきましては、さきの全員協議会においてご説明差し上げておりますので省

略させていただきます。 

     次に、２０１ページをお願いします。 

     第２３号議案 令和７年度下仁田町介護保険特別会計予算。 

     令和７年度下仁田町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによ
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る。 

     歳入歳出予算。 

     第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１４億４９９万１，０００

円と定める。 

     第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。 

     一時借入金。 

     第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は２，０００万円と定める。 

     歳出予算の流用。 

     第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出の予算

の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。 

     第１号、各項に計上した旅費、需用費及び役務費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     第２号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     第３号、地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     ２０２ページをお願いいたします。 

     第１表、歳入歳出予算でございますが、款の区分と金額を申し上げます。 

     初めに、歳入でございます。 

     １款保険料２億９６８万５，０００円。 

     ２款使用料及び手数料１，０００円。 

     ３款国庫支出金３億７，５４４万円。 

     ４款支払基金交付金３億７,１０３万９，０００円。 

     ５款県支出金２億８７０万１，０００円。 

     ６款財産収入３万６，０００円。 

     ７款繰入金２億３，８８４万２，０００円。 

     ８款繰越金１，０００円。 

     ９款諸収入１２４万６，０００円。 

     歳入合計を１４億４９９万１，０００円としたいとするものです。 

     ２０３ページをお願いいたします。 

     次に、歳出です。 
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     １款総務費１，４８９万６，０００円。 

     ２款保険給付費１２億９，６３５万８，０００円。 

     ３款財政安定化基金拠出金１，０００円。 

     ４款基金積立金３万６，０００円。 

     ５款地域支援事業費９，０６９万５，０００円。 

     ６款公債費１，０００円。 

     ２０４ページをお願いします。 

     ７款諸支出金４，０００円。 

     ８款予備費３００万円。 

     歳出合計を１４億４９９万１，０００円としたいとするものです。 

     ２０５ページをお願いします。 

     歳入歳出予算の事項別明細書ですが、１、総括表につきましては省略させ

ていただきます。２０７ページからの歳入、２１２ページからの歳出につき

ましては、さきの全員協議会でご説明差し上げておりますので省略させてい

ただきます。 

     以上となりますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  次に第２４号議案 令和７年度下仁田町水道事業会計予算及び第

２５号議案 令和７年度下仁田町浄化槽事業会計予算について建設水道課長

に説明を求めます。建設水道課長 

（鈴木昌吾建設水道課長 登壇） 

○建設水道課長 鈴木昌吾  命によりまして、第２４号議案、第２５号議案を朗読

し、ご提案、ご説明申し上げます。 

     ２３３ページをお願いします。 

     第２４号議案 令和７年度下仁田町水道事業会計予算。 

     総則。 

     第１条、令和７年度下仁田町水道事業会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

     業務の予定量。 

     第２条、業務の予定量は次のとおりとする。 

     １、給水戸数３，２４２戸。２、年間給水量８２万８，８６９立方。３、

１日平均給水量２，２７１立方。 

     収益的収入及び支出。 

     第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     収入。 
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     第１款水道事業収益２億４，９０８万１，０００円。第１項営業収益１億

９，３１０万９，０００円。第２項営業外収益５，５９７万１，０００円。

第３項特別収益１，０００円。 

     支出。 

     第１款水道事業費用２億４，９０８万１，０００円。第１項営業費用２億

４，１１２万３，０００円。第２項営業外費用７４５万５，０００円。第３

項特別損失３，０００円。第４項予備費５０万円。 

     ２３４ページをお願いします。 

     資本的収入及び支出。 

     第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     資本的収入が資本的支出額に対し不足する額６，８５３万４，０００円は、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５９２万５，０００円、当

年度分損益勘定留保資金４，８３４万６，０００円、減債積立金１，４２６

万３，０００円で補てんするものとする。 

     収入。 

     第１款資本的収入１億１，８３５万９，０００円。第１項企業債５，０８０

万円。第２項出資金２，６８９万円。第３項国庫補助金１，５０６万

６，０００円。第４項他会計補助金２，２９６万４，０００円。第５項他会

計負担金２６３万９，０００円。 

     支出。 

     第１款資本的支出１億８，６８９万３，０００円。第１項建設改良費

９，３４７万円。第２項企業債償還金９，３４２万３，０００円。 

     企業債。 

     第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

とおりと定める。 

     起債の目的、配水本管布設替工事、限度額５，０８０万円、起債の方法、

証書借入、利率年３．０％以内、償還の方法、借入先の融資条件による。 

     一時借入金。 

     第６条、一時借入金の限度額は、１，０００万円と定める。 

     ２３５ページをお願いいたします。 

     予定支出の各項の経費の金額の流用。 

     第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。 

     第１款水道事業費用、第１項営業費用、第２項営業外費用。 
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     議会の議決を経なければ流用することのできない経費。 

     第８条、次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費

の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。 

     １、職員給与費３，４２３万１，０００円。 

     他会計からの補助金。 

     第９条、水道水源開発事業に係る企業債、災害復旧事業債、簡易水道統合

整備事業に係る簡易水道事業債、過疎債の元利償還等、児童手当に要する経

費及び施設維持管理等のための一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

６，３２８万円である。 

     たな卸資産購入限度額。 

     第１０条、たな卸資産購入限度額は、３１２万７，０００円と定める。 

     重要な資産の取得及び処分。 

     第１１条、重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。 

     取得する資産、種類、配水本管布設替工事、名称、小坂地区（滑～二岩方

面）水道本管布設替工事、数量、Ｌ＝２８０．２メートル、ＰＥ径１５０ミ

リメートル、名称、小坂地区（滑～二岩方面）水道本管布設替工事舗装本復

旧工事、数量、Ａ＝１，３５６．６平方メートル、名称、国道２５４号

（役場前～下町）水道本管布設替工事、数量、Ｌ＝１５３メートル、ＰＥ

径１５０ミリメートル、名称、町道０１１号線（平成橋付近～下仁田物産前）

水道本管布設替工事、数量、Ｌ＝１４０メートル、ＰＥ径１００ミリメート

ル。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     なお、２３６ページの実施計画以降につきましては、さきの全員協議会で

説明いたしましたので省略させていただきます。 

     続きまして、２６７ページをお願いいたします。 

     第２５号議案 令和７年度下仁田町浄化槽事業会計予算。 

     総則。 

     第１条、令和７年度下仁田町浄化槽事業会計の予算は、次に定めるところ

による。 

     業務の予定量。 

     第２条、業務の予定量は次のとおりする。 

     １、浄化槽設置基数５４４基。２、主要な建設改良事業、１、浄化槽設置

工事３０基。 
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     収益的収入及び支出。 

     第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     収入。 

     第１款浄化槽事業収益５，７３１万円。第１項営業収益２,７７０万

４，０００円。第２項営業外収益２，９６０万５，０００円。第３項特別利

益１，０００円。 

     支出。 

     第１款浄化槽事業費用５，７３１万円。第１項営業費用５，５０６万

４，０００円。第２項営業外費用１２４万５，０００円。第３項特別損失

１，０００円。第４項予備費１００万円。 

     ２６８ページをお願いいたします。 

     資本的収入及び支出。 

     第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３２万４，０００円は、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３２万４，０００円で補てん

するものとする。 

     収入。 

     第１款資本的収入４，６６６万７，０００円。第１項企業債２，１００

万円。第２項分担金及び負担金４９５万円。第３項国庫支出金４３１万

２，０００円。第４項県支出金４２５万１，０００円。第５項基金繰入金

５０万７，０００円。第６項出資金７９２万６，０００円。第７項他会計補

助金３７１万１，０００円。 

     支出。 

     第１款資本的支出４，６９９万１，０００円。第１項建設改良費３，４９７

万４，０００円。第２項企業債償還金１，２０１万７，０００円。 

     ２６９ページをお願いいたします。 

     企業債。 

     第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

とおりと定める。 

     起債の目的、浄化槽設置工事、限度額２，１００万円、起債の方法、証書

借入、利率年３．０％以内、償還の方法、借入先の融資条件による。 

     一時借入金。 

     第６条、一時借入金の限度額は、２，０００万円と定める。 

     予定支出の各項の経費の金額の流用。 
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     第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。 

     第１款浄化槽事業費用、第１項営業費用、第２項営業外費用。 

     他会計からの補助金。 

     第８条、企業債等の元利償還及び施設維持管理費等のため一般会計からこ

の会計へ補助を受ける金額は、２，１３６万円である。 

     令和７年３月５日提出、下仁田町長 岩崎正春。 

     なお、２７０ページの実施計画につきましては、さきの全員協議会で説明

させていただきましたので省略させていただきます。 

     以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長 佐藤博  提案説明が終わりましたので、第２０号議案から第２５号議案に

対する質疑に入ります。 

     質疑に際しては、会計名とページ数を述べていただきますよう、あらかじ

めお願いをしておきます。 

     質疑を願います。 

     質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結し、第２０号議案から第

２５号議案の６議案につきましては、予算決算特別委員会に付託したいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  ご異議ないものと認め、予算決算特別委員会に付託することに決

定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

     本日はこれにて散会いたします。 

     大変ご苦労さまでした。 

──────────────────── 

散  会    令和７年３月７日  午後 ０時１３分 


